
令和８年度観光関連基礎調査等支援業務　仕様書

１．趣旨
　　本業務は、公益財団法人 するが企画観光局（以下「当財団」という）が実施する観光関連基礎調査等の効率的かつ効果的な実施とその活用に向けた支援を行うものである。

２．業務内容
（１）調査分析事業支援
当財団が実施する各種調査（来訪者調査、ブランド力調査等）について、調査設計・実施プロセスの最適化を図りつつ、目的に即したより質の高い示唆が得られるよう支援を行う。

1 既存調査の効率的かつ効果的な実施に対する助言
当財団が実施する以下の既存調査について、その目的に合わせ効率的かつ効果的な調査となるよう、調査手法および分析手法等について助言を行う。特に調査手法については、調査精度とコストの観点から最適となる手法について助言を行う。また分析手法については、当財団職員の実施手法に対して技術的な助言を行う。なお、調査の実施および分析は含まない。

	既存調査の名称
	概要

	来訪者調査
	中部地域の観光関連施設（160施設）への来訪者に対するアンケート調査。中部地域を訪れた日本人旅行客の動向や特性等を明らかにし、行政施策の立案や地域の観光関連事業者の具体的な施策に繋がる知見を得る。

	ブランド力調査
	静岡県中部地区の旅行先としてのブランド力（認知度）、ブランドイメージを把握する。KPI管理や施策の進捗状況の評価に活用。

	イベント来場者調査
	中部地域のまつりなどのイベントの来場者を対象としたアンケート調査。

	インバウンド調査
（観光関連施設）
	中部地域の観光関連施設に訪れたインバウンドを対象としたアンケート調査。中部地域を訪れた外国人旅行客の動向や特性等を明らかにし、行政施策の立案や地域の観光関連事業者の具体的な施策に繋がる知見を得る。

	インバウンド調査
（富士山静岡空港）
	静岡空港からの出国者（主に帰国者）へ行うアンケート調査。静岡空港を利用する層の特性を明らかにし、インバウンドの中でも更に的を絞った施策の実現につなげる。

	インバウンド調査
（清水港クルーズ船）
	清水港へのクルーズ船寄港時に乗船客へ行うアンケート調査。クルーズ船客の周遊動向や寄港時のニーズ等を明らかにし、主に港湾周辺での受入対応整備や消費拡大を図る。

	観光関連事業者
実態調査
	観光関連事業者の抱える課題を明らかにし、行政等の施策立案に活かす。また当地域において好業績に結びつく要因を分析し、事業者等に提案を行う。


2 新規調査の開始に伴う助言
当財団が独自に取得を開始する以下の指標について、その目的に合わせ効率的かつ効果的な調査ができるよう調査手法および分析手法等について助言を行う。なお、調査の実施および分析は含まない。

	新規指標の名称
	概要

	経済波及効果
	観光が地域の経済面に与える効果の大きさを示すため、来訪者によって当地域における生産を誘発する影響度を金額として算出する。各市町の産業連関表および旅行消費額等から一定程度の精度で算出可能な手法を定める。また、本取り組みにより得られた経済波及効果の算出ノウハウを、他の個別事業の施策検討に活かす。

	月別来訪者数の
平準化率
	閑散期の来訪者を獲得することで旅行消費額を拡大させること、また観光の経済面での安定（売上・雇用等）を実現するため、人流データ等の指標を活用しながら算出する。

	観光事業者の
平均給与額
	観光従事者の平均給与は、雇用形態を含め、観光の経済面での地域への持続可能な貢献の実現、さらに、これによって経済波及効果を持続的に拡大させる指標として計測する。観光事業者や従事者に対する直接的なアンケート調査のほか、ネットリサーチ等の活用を検討して算出する。

	持続可能な観光に
対する住民満足度
	持続可能な観光地づくりの要素である、観光と社会面・文化面および環境面でのバランスを実現するためのKPIとして計測する。地域住民に対する直接的なアンケート調査のほか、ネットリサーチ等の活用を検討して算出する。

	その他
	当財団が定める観光地経営戦略「Suruga Strategy 2030」を基に、特にＤＭＯの活動成果指標として優位な指標を選定し測定する。



上記①②で実施した内容は、毎月簡易な報告書（議事録等）にまとめ、翌月までに電子データにより提出する。


（２）「地域事業者および行政のマーケティング支援の強化」に対する支援
当財団が行政および事業者に対して実施するデータを用いたマーケティング支援を強化するための助言を行う。

1 地域事業者および行政のマーケティング支援にむけたプラットフォーム構築に対する助言
事業者および行政が、当財団にデータを用いたマーケティング支援（調査、データ分析およびマーケティングその他の支援）を依頼する際のハードルを下げるための提案を行い、その件数を効率的に増加させるための助言を行う。

2 地域事業者および行政のマーケティング支援の内容に対する助言
当財団が事業者および行政から依頼を受けた案件に対して、実施したデータ分析および提案内容に対して助言を行う。

上記①②で実施した内容は、毎月簡易な報告書（議事録等）にまとめ、翌月までに電子データにより提出する。

（３）調査データを活用したレポーティング
来訪者調査など当財団が提供するデータを基に所定のフォーマットによりレポートを作成する。

1 するが観光ダイジェスト
令和７年より発行を開始した「するが観光ダイジェスト」について、指定するフォーマット（Ａ４横４枚程度）に沿って、毎月レポートを作成する。想定するスケジュールは以下の通りである。また必要により、掲載内容やフォーマットの改定に対する提案を行う。
1） 当財団からのデータ提供（毎月15日頃）
2） 当財団への初稿提示（毎月17日頃）
3） 発行（毎月25日頃）

３．事業期間
契約締結の日から令和９年３月31日まで

４．留意事項
（１）受託者は、事業実施にあたるすべての工程において、委託者と十分な連絡・調整を行い、円滑な実施を図ること。
（２）受託者は、当該業務の実施に際し、専門的知見に立った積極的な助言を行うこと。
（３）当該業務の実施に必要となる経費は全て当初の委託料に含めるものとする。
